


序     文 
 

 国際協力事業団は、モロッコ王国関係機関との討議議事録（R／D）等に基づき、モロッコ王国

農業機械化研修センター計画に関する技術協力を平成12年９月１日から５か年の計画で実施して

います。 

 本プロジェクトの協力開始３年目にあたり、事業の進捗状況及び現状を把握して中間評価を行

うとともに、相手国プロジェクト関係者及び派遣専門家に適切な指導と助言を行うことを目的と

して、当事業団は、平成15年４月６日から４月17日まで、国際協力事業団農業開発協力部計画課

課長 佐藤 武明を団長とする運営指導調査団を現地に派遣しました。 

 同調査団は、これまでのプロジェクトの成果について、モロッコ王国側と合同で評価を行い、

合同評価レポートを作成し、その提言を受けてモロッコ王国側政府関係者とミニッツの署名を取

り交わしました。 

 本報告書は、同調査団による協議結果、評価結果を取りまとめたものであり、今後プロジェク

トの運営にあたり、広く活用されることを願うものです。 

 終わりに、この調査にご協力とご支援をいただいた内外の関係各位に対し、心より感謝の意を

表します。 

 

   平成15年５月 

 

国際協力事業団 
農業開発協力部 

部長 中川 和夫 



目     次 
 

序 文 

略語表 

要 約 

地 図 

写 真 

 

第１章 中間評価の概要 ……………………………………………………………………………… 1 

１－１ 中間評価調査団派遣の経緯と目的 ……………………………………………………… 1 

１－２ 評価者の構成 ……………………………………………………………………………… 2 

１－３ 評価調査日程 ……………………………………………………………………………… 3 

１－４ 主要面談者 ………………………………………………………………………………… 4 

１－５ 評価項目・評価方法 ……………………………………………………………………… 5 

１－５－１ 評価の手法 ………………………………………………………………………… 5 

１－５－２ 評価の手順 ………………………………………………………………………… 6 

１－５－３ 評価項目 …………………………………………………………………………… 8 

 

第２章 プロジェクトの実績と現状 ………………………………………………………………… 10

２－１ 実績と現状の総括 ………………………………………………………………………… 10

２－２ 投入実績 …………………………………………………………………………………… 11

２－２－１ 日本側投入実績 …………………………………………………………………… 11

２－２－２ モロッコ側投入実績 ……………………………………………………………… 11

２－３ 成果達成状況 ……………………………………………………………………………… 12

２－４ 技術移転状況 ……………………………………………………………………………… 14

 

第３章 評価結果 ……………………………………………………………………………………… 17

３－１ 評価結果の総括 …………………………………………………………………………… 17

３－２ 評価５項目による分析 …………………………………………………………………… 17

３－２－１ 妥当性 ……………………………………………………………………………… 17

３－２－２ 有効性 ……………………………………………………………………………… 19

３－２－３ 効率性 ……………………………………………………………………………… 20

３－２－４ インパクト ………………………………………………………………………… 20

３－２－５ 自立発展性 ………………………………………………………………………… 22



第４章 PDMの改訂 …………………………………………………………………………………… 25

４－１ 計画内容見直しの必要性の有無 ………………………………………………………… 25

４－２ PDMの修正内容 …………………………………………………………………………… 25

４－２－１ プロジェクト目標の明確化 ……………………………………………………… 25

４－２－２ 上位目標の指標 …………………………………………………………………… 25

４－２－３ 指標の数値化と入手手段 ………………………………………………………… 26

 

第５章 提 言 ………………………………………………………………………………………… 28

 

付属資料 

１．ミニッツ（含 合同評価レポート） ………………………………………………………… 31

２．調査資料１～８ ………………………………………………………………………………… 66



略 語 表 
 

CFMA ：モロッコ王国農業機械化研修センター 

IAV ：モロッコ王国ハッサン二世農獣医大学 

DPV ：農業・農村開発省作物生産局 

DERD ：農業・農村開発省教育研究開発局 

DRH ：農業・農村開発省人資源局 

INRA ：国立農業試験場 

ENA ：国立農業学校 

ORMVA：灌漑地域行政事務所 

DPA ：天水地域行政事務所 

CT ：農業普及センター 

PCM ：プロジェクト・サイクル・マネージメント（Project Cycle Management） 

PDM ：プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix） 

PO ：プロジェクト活動計画（Plan of Operation） 

Ｒ／Ｄ ：討議議事録（Record of Discussions） 

Ｍ／Ｍ ：協議議事録（Minutes of Meeting） 

Ｃ／Ｐ ：カウンターパート 



要     約    

    

(1) 本プロジェクトは、モロッコ王国農業機械化研修センター（CFMA）において、「農業機械に

かかわる専門技術を有する十分な数の普及職員を育成する」ことを目標に、農業機械に関する

①利用・維持管理、②試験・評価、③改良の３分野の研修を実施するものである。 

  モロッコ評価チームとの合同評価の結果、プロジェクト目標は、モロッコ農業機械化政策と

整合しており、３分野の研修もほぼ計画どおりの進捗であることを確認した。プロジェクト前

半はカリキュラム・教材の作成等に重点が置かれ、実際の研修は利用・維持管理コースを中心

に、一部改良コースが実施されてきた。2003年から試験・評価コースも開始予定であり、全分

野で本格的な研修が実施されることとなっていることから、2005年のプロジェクト終了時には

プロジェクト目標が達成される可能性が高い。 

 

(2) 本プロジェクトの目標は上述のとおり達成される見込みであるが、モロッコ農業の機械化を

促進していくためには、研修の成果をいかに末端の農民へ普及していくかが課題となる。言い

換えれば、上位目標をいかに達成するかであるが、インパクトの評価からも読み取れるように、

プロジェクトはCFMA内の研修の実施のみならず、研修を受けた普及員を活用して、農民に農

業機械の知識を普及することにも貢献している。例えばCFMAは農業・農村開発省（以下、「農

業省」と記す）と連携して、実習を取り入れた「ガイド・アンド・キット研修プログラム」を

立ち上げ、2003年５月から実施する予定となっている。また、農業省作物生産局（DPV）によ

る農業機械に関する「移動普及チーム」が活動を始めているなど、既に上位目標の達成に向け

て徐々に動きが出始めている点は評価される。 

  また、本プロジェクトの活動をきっかけとして、モロッコの農業機械化政策を議論する場と

して、農業省により農業機械に関連する部局をメンバーとする農業機械化推進委員会も設立さ

れ、関係者の連携による機械化の推進が期待される。上位目標の達成については、合同調整委

員会において、評価チームから重要性を説明し、関係者の共通認識の確認を行った。 

 

(3) 普及現場のモニタリングについては、日本人専門家及びカウンターパート（Ｃ／Ｐ）が農業省

と連携しながら行っている。モニタリングはCFMAの研修にフィードバックし、より現場で有

効な研修内容としていくために重要であり、一層強化する必要があることを提言した。現在は

普及員本人からの聞き取りなどが中心となっているが、今後は農民からの声も十分吸い上げ、

より実際的なものとすることが必要である。 

 

(4) モロッコには約2,500人の普及員が存在するが、従来の普及員による一般的な普及方法は、教



材や器具などを使用せず室内での講義のみによるものであった。本プロジェクトが導入した普

及方法は、実際の農業機械や巻尺・ストップウォッチなどの道具を使用する画期的なものであ

り、農民にも理解しやすいため評判がよい。農民からの反応もよいことから、あわせて普及員

の自信も高まっていることは明るい材料である。 農業省はCFMA方式の重要性を認識し、他の

分野の研修・普及においても実習・モニタリングを取り入れ始めている。 

 

(5) 現在のところ本プロジェクトの運営に大きな問題は生じていない。途上国にありがちなＣ／Ｐ

機関の人材不足の問題については、Ｃ／Ｐは３分野にきちんと配置されており、万一の転出に備

えて３分野横断的に指導できるＣ／Ｐを養成することも行っている。財政面でもモロッコ側は普

及員の研修参加費を負担しており、運営費に占めるJICA側の比率は年々減少している。今後、

研修参加者が増えていけば将来の自主財源での運営は可能となるものと考えられる。課題とし

ては、将来にわたり計画どおりの参加者・参加費をどう確保していくかであるが、農業省に対

してはこれらが今までどおり確保されるように提言し、農業省も前向きな姿勢を示した。 

 

(6) プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）については大幅な修正は行わなかったが、

プロジェクト目標の対象を「普及員」から「普及員等」とし、一部民間セクター等からの参加

も含めるようにした。また、上位目標の指標をCFMAの成果がより明確になるように書き方を

変更し、上位目標、プロジェクト目標、成果の指標について、それぞれ具体的な目標値を設定

した。 
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第１章 中間評価の概要 
 

１－１ 中間評価調査団派遣の経緯と目的 

 モロッコ王国（以下、「モロッコ」と記す）における農業分野は、農産物の輸出額が全輸出額の

約40％、国民総生産の20％に達し、国家経済に占める割合が最も高く、同国発展の原動力として

の役割を担っている。政府は水、肥料、種子、農薬、農機など資機材の有効利用を図ることを検

討する一方、特に農業生産主体である耕作面積平均1.6haの中小規模農家注１への機械導入を推進、

農業生産物の免税措置、資機材購入時の補助金制度等を導入してきた。 

 しかし、中小規模農家は農業機械利用についての経験・知識が少なく、適切な技術を指導する

者もほとんどいないため、技術レベルは低い状態にとどまっている。同時に、農業機械にかかる

普及員数の不足、普及体制の未整備等により、農業分野の、とりわけ農業機械化に関する政策が

うまく機能していない現状があった。こうした背景から、1997年、中小規模農家の農業機械化を

推進するため、普及職員の育成・知識の向上を目的とするプロジェクト方式技術協力の要請が、

モロッコ政府から我が国に対して提出された。 

 これを受けて国際協力事業団は、1999年11月に事前調査団を派遣し、プロジェクトの国家計画

との整合性、協力内容の必要性及び妥当性、人的配置・予算措置に係るモロッコ側実施体制を確

認した。これを踏まえて2000年６月には実施協議調査団を派遣し、プロジェクトの基本計画を策

定するとともに、討議議事録（Ｒ／Ｄ）及び暫定実施計画、プロジェクト・デザイン・マトリック

ス（PDM）の署名を取り交わし、2000年９月１日から５年間にわたる「モロッコ王国農業機械化

研修センター（CFMA）計画」の技術協力を開始した。協力開始後1年を経た、2001年６月にはプ

ロジェクトの運営面及び活動の進捗状況を確認するため、運営指導調査団を派遣し、プロジェク

トの順調な進捗状況を確認するとともに、指標の明確化を目的としたPDMの変更及びプロジェク

ト活動計画（PO）の策定を行った。あわせて農業・農村開発省（以下、「農業省」と記す）との連

携強化、研修実施後のモニタリングとそのフィードバック方法を提言した。 

 今般、プロジェクト開始から２年半が経過したことから、中間評価のための運営指導調査団を

派遣し、プロジェクトの進捗状況を確認しつつ評価・分析を行う。あわせてプロジェクト終了後

の自立発展性を視野に入れ、残る２年半のプロジェクト活動がより適切なものとなるよう、モロ

ッコ側と協議し、その内容、計画、課題等を整理し、再確認する。 

 本調査団の目的は以下の５点である。 

(1) R／D、PO等に基づきプロジェクト進捗状況を把握、評価する。 

 

                                                                                          
注１ モロッコ農業省天水農業行政部門によれば、耕作面積が20ha以下の農家を、同省灌漑農業行政部門によれば
５ha以下の農家を、それぞれ中小規模農家と定義している。 
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(2) 詳細活動計画を確認し、今後の協力過程におけるプロジェクトの活動内容をより適切なも

のとする。 

(3) 実施体制の問題点を抽出し、必要な提言を行う。 

(4) PDMと活動について現状把握、評価を行い、プロジェクト進行状況を確認する。あわせて

評価結果によっては、PDMの見直しを図る。 

(5) プロジェクト終了後の自立発展性を視野に入れて、その方向性を確認する。 

なお、結果についてはEvaluation Report、改訂版PO及びPDMとして取りまとめ、相手側と

署名・交換を行う。 

 

１－２ 評価者の構成 

 日本側５名、モロッコ側４名によって「合同評価チーム」を結成し、本プロジェクトの評価を

実施する。 

 

(1) 日本側評価者 

氏 名 担当業務 所  属 

佐藤 武明 団 長  国際協力事業団農業開発協力部計画課長 

吉村 直樹 農業機械化  農林水産省生産局生産資材課実用化促進係長 

監物 順之 評価分析  株式会社中央開発海外事業部長 

佐々木美穂 計画評価  国際協力事業団農業開発協力部農業技術協力課 

金沢 光男 通 訳  フランス在住 

 

(2) モロッコ側評価者 

氏 名 所  属 

KALAI TLAMSANI Noura  Chief of Continuing Education, Division of Agricultural  

 Extension  

 Direction of Education, Research and Development 

BOUABID Noureddine  Direction of Crops Production 

RAMAH Mohamed  Director of Taza CT, Taza Provincial Direction of  

 Agriculture 

ALAMI CHENTOUFI Abdellatif  Director of Tiflet CT, Khemisset Provincial Direction 

 of Agriculture 
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１－３ 評価調査日程 

日順 月日（曜） 移動と業務 

１ ４月６日（日） 12:45 成田発 AF275 →17:20 パリ着 

２ ４月７日（月）  8:30 パリ発 AF2958→ 9:15 ラバト着 

11:30 専門家との打合せ 

14:30 JICAモロッコ事務所にて打合せ 

16:00 農業省教育研究開発局（DERD）表敬 

17:00 農業省作物生産局（DPV）表敬 

18:00 ハッサン二世農獣医大学（IAV）副学長表敬 

18:30 カウンターパート（Ｃ／Ｐ）ヒアリング 

19:30 専門家ヒアリング 

３ ４月８日（火） 終日 第１回合同評価調査団会議（CFMAにて） 

 メンバー紹介、スケジュール確認、評価項目確認、 

施設視察（圃場を含む） 

 プロジェクト進捗状況説明 

 中間評価項目に従い協議 

４ ４月９日（水）  9:00 第２回合同評価調査団会議（CFMAにて） 

13:30 IAV発 → ウェルガ川へ移動 

16:30 ウェルガ川流域開発計画視察 

５ ４月10日（木）  8:00 タザへ移動 

10:30 普及員主催セミナー視察 

14:30 タザ地区天水地域行政事務所（DPA）表敬、農業普及センター

（CT）視察 

16:00 ラバトへ移動 

６ ４月11日（金）  9:00 第３回合同評価調査団会議（CFMAにて） 

14:30 農業省事務次官表敬訪問 

15:30 合同調整委員会の開催 

 調査経過及び合同評価結果報告 

７ ４月12日（土） 終日 資料・データ整理、ミニッツ案作成 

８ ４月13日（日） 終日 団内打合せ、ミニッツ案作成 
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９ ４月14日（月）  9:00 専門家及びＣ／Ｐとの打合せ（CFMAにて） 

 ミニッツ案最終調整、サイン手順等 

14:30 ミニッツ署名・交換（ＩＡＶにて） 

20:00 団長主催レセプション 

10 ４月15日（火）  9:00 JICAモロッコ事務所 調査報告 

 調査報告、今後の方針等打合せ 

13:00 専門家及びＣ／Ｐとの打合せ 

 今後のプロジェクト運営方針 

 専門家の交代方法及びその時期等 

20:00 IAV学長主催懇談会 

11 ４月16日（水） 10:15 ラバト発 AF2959 → 15:10パリ着 

23:25 パリ発 AF274 → 

12 ４月17日（木） 19:05 成田着 

 

１－４ 主要面談者 

(1) 日本側 

  1) 外務省 

大竹  庄治 在モロッコ日本大使館 書記官 

濱崎  文彦 所 長 

  2) JICAモロッコ事務所 

小畑  永彦 次 長 

木付  憲孝 職 員 

 3) JICA個別専門家 

加藤  成一 農業省教育研究開発局 

 4) プロジェクト関係者 

橘   保宏 リーダー／農業機械利用維持管理 

川崎  龍一 業務調整 

辻本  壽之 農業機械改良 

飯塚  頼雄 農業機械試験評価 
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(2) モロッコ側関係者 

 1) 農業省 

Hassan BENABDERRAZIK 次 官 

 2) モロッコ王国ハッサン二世農獣医大学（IAV） 

Fouad GOUESSOUS 学長／CFMAディレクター 

Moustapha AGBANI 副学長 

Mohamed BAKKOURI 総務部長 

 3) 農業省協力部 

Abdelkabir AMMAR 部 長 

 4) 農業省人資源局（DRH） 

Mohamed SBITRI 局 長 

 5) 農業省作物生産局（DPV） 

Moha MERGHI 局 長 

Abdelahim BENYASIN 部 長 

El-Mekki HAMMOUTOU 課 長 

 6) 農業省教育研究開発局（DERD） 

Mostafa BERRADA 局 長 

Oulahbour AKKA 普及部長 

Ahmed HAKKAM 普及部課長 

 7) プロジェクトマネージャー 

Karim HOUMY IAV 教授 

 8) プロジェクトＣ／Ｐ 

El-Houssain BAALI IAV 教授 

El-BAGGARI Mohamed IAV 教授 

Abdellah KASMI IAV 教授 

 

１－５ 評価項目・評価方法    

１－５－１ 評価の手法 

 本調査においては、「JICA事業評価ガイドライン 第１版 2001年９月」に基づき、プロジ

ェクト・サイクル・マネージメント（PCM）手法を使用して、評価を実施した。 
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１－５－２ 評価の手順 

〈国内準備作業〉 

(1) 評価用PDM（PDME）の作成 

  PCM手法においては、プロジェクト管理のツールとして、プロジェクトの主要な要素（投

入、成果、プロジェクト目標、上位目標、それぞれの指標とその入手手段、外部条件、前

提条件）をPDMとして作成し、使用することとしている。PDMはプロジェクトの事前評価

段階で策定されるが、プロジェクトの実施過程で適宜実情に応じて見直し、修正が行われ

る。PCM手法を用いた評価においては、評価の実施にさきがけ、これら既存のPDMを整理

して評価用PDM（PDMEという）を作成することになっている。 

  本プロジェクトにおいてはこれまで以下の２種類のPDMが作成されている。 

 1) PDM“Project for the Training Center for Agricultural Mechanization” (2000年６月２日

付け)（以下、「PDM0」と記す） 

2000年６月に実施された短期調査の際にPCMワークショップを開催し、作成されたも

ので、2000年６月24日付けのＲ／Ｄ及びミニッツに添付されたものである。本プロジェク

トの当初計画といえる。 

 2) PDM“Project for the Training Center for Agricultural Mechanization” (2001年６月13日

付け)(以下、「PDM1」と記す) 

2001年6月に実施された運営指導（計画打合せ）調査の際に作成され、2001年６月13

日付けの協議議録（Ｍ／Ｍ）に添付されたものである。 

  PDM0と比べ、上位目標、プロジェクト目標、成果、活動、外部条件の各項目では、PDM0

では「普及職員が活用できる」となっていた箇所をPDM1では「普及職員が育成される」

とするなど、若干の字句修正により意味の明確化を図っただけで実質的な変更はなされ

ていない。主要な修正は指標欄で、PDM0に記載された指標はやや煩雑であり、かつ入手

困難なものも含まれていたが、PDM1では研修コース数、研修参加者数、養成されたイン

ストラクター数、作成された教材の数といった簡明で入手が容易な指標に設定し直して

いる。しかしながらこれらの指標は、「何々の数」といった表現でその目標数値は示され

ておらず、中間評価時に設定するとしている。 

 

 上記のとおりPDM1が策定されプロジェクトではこれに従って順調に活動が進捗してい

るということで、本中間調査に際してはあえてPDMEを作成せず、PDM1を評価用PDMとし

て使用し、あわせて運営指導（計画打合せ）調査時の積み残しである数値目標の設定と、

若干定義の明らかでない箇所の明確化を図るためのPDM改訂素案を準備してプロジェク

ト側と討議のうえ改訂することとした。PDM改訂の詳細については第４章に記述する。 
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(2) 評価設問の明確化 

  事業評価は限られた人員と期間で調査を行うため、評価目的を達成し得るように調査内容、

すなわち実績の確認、実施プロセスの把握、５項目による因果関係の分析をバランスよく組

み合わせて調査を行う必要がある。そのため調査で評価すべき事項のなかで、最も優先度の

高いもの（＝評価設問）を明確にすることが重要である。 

  本件調査にあたり、JICA担当者を中心に国内関係者（JICA担当課、外務省及び農林水産省、

調査団員）で勉強会を開催し、協議した結果、本プロジェクトの現在までの進捗状況がおお

むね順調であることにかんがみ、本件調査の中核となる評価設問は、「プロジェクト目標の達

成を一層強固にし、かつ上位目標達成に向かって前進するためのCFMA方向性と農業省の意

志の確認」という命題に設定し、これを対処方針６項目にまとめた。あわせて運営指導（計

画打合せ）調査時に本調査時への課題として残されていた指標設定を中心に、対処方針を念

頭に置いてのPDM改訂を行うこととした。 

 

(3) 調査表（調査グリッド）の作成 

  PDMEを基にして、本調査に必要な主要な調査項目と情報収集方法を網羅した以下２種類の

調査グリッドを作成した。 

 1) 計画達成度・実施プロセス調査表（達成度グリッド） 

  プロジェクトの「活動」、「成果」、「プロジェクト目標」が計画どおりに順調に進捗、達

成しつつあるか。 

 2) 評価調査表（評価グリッド） 

  評価５項目の視点でプロジェクトが終了時までに、意図した結果を得られる可能性は高

いか。目標達成のための貢献要因・阻害要因は何か、軌道修正の必要はあるか。 

 

(4) 資料レビュー、調査表記入 

  国内において入手できる資料をレビューし、調査表の項目に対して資料から判明した事項

を調査結果として調査表に記入した。 

 

(5) 質問票の作成・送付 

 調査表（調査グリッド）の内容から必要な質問票（日本人専門家あて、モロッコ人Ｃ／Ｐ

あて、Ｃ／Ｐ以外のモロッコ人プロジェクト関係者あての３種類）を作成し、現地に送付して

記入を依頼した。 
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〈現地調査〉 

(1) 質問票に基づく情報の収集 

 専門家４名、Ｃ／Ｐ４名、関係者３名（DERD、DPV、タザ地区CT）より回収。 

 

(2) プロジェクト関係者との面談調査 

JICAモロッコ事務所、モロッコ農業省関係部局、タザ地区CT、IAV学長、日本人専門家、

モロッコ側Ｃ／Ｐ 

 

(3) 現場視察 

 プロジェクトサイト視察（教室・実習圃場視察、機材管理状況、教材、カリキュラム調査）、

研修修了者（タザ地区普及員）による、実際に農地に農民を集めての普及活動視察、タザ地

区農業普及センター施設視察。 

 

(4) 調査結果のまとめ 

 1) 団内協議のうえ、調査結果を達成度グリッド及び評価グリッドにまとめた。グリッドに

基づき、評価結果を記載した合同評価報告書（日本側案）をまとめた。 

 2) モロッコ側評価調査団と日本側評価調査団とによる合同評価委員会を開催し、日本側案

を基にモロッコ側と内容を討議し、両者間の合意事項を「合同評価報告書」としてまとめ、

署名・交換した。 

 3) 合同評価報告書を合同調整委員会に報告したあとミニッツ案を作成し、モロッコ側責任

者との間でミニッツを署名・交換した。 

    

１－５－３ 評価項目 

   評価はPDMに従いプロジェクトの進捗状況を確認したうえ、以下の５項目の視点から実施

した。 

(1) 妥当性 

プロジェクト目標や上位目標がモロッコの開発政策、我が国の援助方針、受益者のニー

ズに合致しているかどうかを判断する。 

 

(2) 有効性 

成果及びプロジェクト目標の現時点での達成状況、プロジェクト終了時での達成見込み

及び成果の達成がプロジェクト目標の達成に貢献しているかを判断する。 
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(3) 効率性 

投入の時期、質、量等により、成果にどう影響を与えたか、投入は成果の達成のために

貢献しているか、投入に不足はなかったか、又は無駄な投入はなかったかを判断する。 

 

(4) 自立発展性 

制度的側面、財政的側面及び技術的側面から、協力終了後も相手国側によりプロジェク

トの成果が継続して維持・発展する見込みがあるかどうかを評価する。 

 

(5) インパクト 

プロジェクト実施によりもたらされる、より長期的、間接的効果や波及効果を見るもの

であり、プロジェクト計画時に予期された、あるいは予期されなかったプラスあるいはマ

イナスの波及効果を評価する。なお、上位目標は計画立案時に「意図した」、「プラスの」

インパクトである。 
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第２章 プロジェクトの実績と現状 
 

２－１ 実績と現状の総括 

 本プロジェクトは2000年９月に開始され、およそ２年半を経過した。 

 2000年は翌年から開始予定の「農業機械利用・維持管理研修」のカリキュラム策定、テキスト

作成を進める一方、農業機械普及状況の確認、機械化ニーズ、農業機械改良分野等を把握すべく、

モロッコの代表的な農業地域７か所を対象としたアンケート調査を開始した。また、研修センタ

ー及びプロジェクト・研修生募集広報のため、ホームページの開設、リーフレット等の広報資料

作成を行った。あわせて研修圃場の整備、実習担当インストラクターの育成等、プロジェクト実

施環境の基盤整備に取り組んだ。 

 2001年は前年作成したテキストに基づき「農業機械利用・維持管理研修」を開講し、基礎５コ

ース及び特別１コースを実施、計89名の参加者を得た。また研修修了生にはアンケートや聞き取

りによる調査を実施し、おおむね好評を得た。さらに、次年度の改良点をＣ／Ｐとともに協議し、

内容の改良に取り組んだ。2001年６月の運営指導調査時には、Ｃ／Ｐ１名が増員されたことを確認

したほか、PDMのプロジェクト指標を研修コース創設数、指導教官数、講義・実習に関するテキ

スト数の３点に変更し、より明確な指標を示した。また、次年度新規開始予定「農業機械改良研

修」のカリキュラム策定等の準備を完了し、あわせて、前年実施のアンケート調査の取りまとめ、

結果分析にも取り組んだ。 

 2002年は、前年実施した「農業機械利用・維持管理研修」がモロッコ農業省内で人材育成・開

発を担う農業・農村開発省教育研究開発局（DERD）及び農業・農村開発省人資源局（DRH）か

ら高い評価を得て、両省が併せて27名の普及員を研修に参加させた。「農業機械改良研修」への参

加者と併せ、本年は総計156名が研修を受講した。同時に既存の研修カリキュラムの改良及び次年

度より開講する「農業機械評価研修」についても引き続き準備に取り組んでいる。2000年より実

施したアンケート調査を『モロッコ王国の農業機械化調査報告書』にまとめ、同国の特に中小農

家の効率的機械化を提言するとともに、プロジェクトで取り組む研修３分野（農業機械利用・維

持管理、農業機械評価、農業機械改良）のカリキュラムを有機的に結びつけるうえでの基礎デー

タを得た。 

 主な活動実績は上記のとおりである。POに見るとおり、本プロジェクトの進捗状況はおおむね

順調と判断できる。 

 2003年より実施の「農業機械評価研修」のカリキュラム策定、指導員育成等についても準備は

ほぼ完了し、引き続きPDM、POに従って既存研修カリキュラムの改良、新設コースの運営、研修

員確保のための広報等に取り組んでいる。あわせて、プロジェクト終了後の自立発展性の確保を

視野に入れ、研修修了生に対するフォロー、モニタリング及び農業省との連携強化に努めている。 
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２－２ 投入実績 

２－２－１ 日本側投入実績 

(1) 専門家派遣 

 Ｒ／Ｄに基づき、2003年４月現在、長期専門家４名及び短期専門家９名が予定どおり派

遣された（詳細リストは、付属資料１．ミニッツのANNEX１を参照）。 

 

(2) 研修員受入れ 

 2003年４月現在までに４名のＣ／Ｐを受け入れた（詳細リストは、ミニッツのANNEX２

を参照）。研修プログラムはPOに即して有効に企画・実施され、JICA筑波センター、関連

省庁である農林水産省及び生物系特定産業技術研究推進機構をはじめとする関係各機関

の協力によって、効率的に実施された。 

 

(3) 供与機材 

 プロジェクト活動を効率的に実施するための機械、機器は計画どおり供与され、維持管

理状態、使用状況も良好であり、プロジェクト活動に貢献している（詳細リストは、ミニ

ッツのANNEX３を参照）。 

 

(4) ローカルコストの補助 

日本側は限られた期間内にプロジェクト活動をより効率的に行うため、研修施設の改修、

研修運営、車輌管理に必要とされる経費の一部を負担した（詳細については、ミニッツの

ANNEX４及び５を参照）。 

 

２－２－２ モロッコ側投入実績 

(1) Ｃ／Ｐ及び事務職員の配置 

2003年４月、更に３名のＣ／Ｐが増員配置された。各担当分野を相互に補完する形式での

増員は非常に効率的であり、プロジェクト活動の促進に貢献する（詳細については、ミニ

ッツのANNEX６を参照）。また、大学教授を主とするＣ／Ｐは大学教務、研究も行いつつ、

本プロジェクト運営にも携わっており、業務は非常に多岐にわたるが、遅滞なくプロジェ

クト活動を実施している。 

 

(2) 土地、建物、設備の提供 

土地、建物、設備は適切に提供されている。 
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(3) ローカルコスト 

モロッコ側は電気、水道、電話等プロジェクト運営にかかるランニングコストを負担し

ているほか、研修運営費、研修施設改修費についても必要経費を積極的かつ速やかに措置

している（詳細については、ミニッツのANNEX４及び５を参照）。 

 

２－３ 成果達成状況 

(1) 「成果１：調査分析に基づき、IAVにおいて普及職員等を対象とした包括的な研修プログ

ラムが創設される」の達成状況 

 本項目における最終的な到達目標は、農業機械の利用・維持管理、試験・評価、改良３分

野の研修を内容とする包括的農業機械化研修プログラムが完成されること、及び上記３分野

の研修の相互関連がモニタリングされ、包括的プログラムの改善が継続されることにある。

このためプロジェクトにおいてはまず農業機械化現状の調査・分析研修ニーズの把握を行っ

た。これらの調査はほぼ完了し、調査結果に基づき各分野の訓練コースが対象とすべき機種

の選定、カリキュラム・教材の作成が行われている。 

  調査時点までに利用・維持管理分野では基礎コース５コース、特別コース２コースが、ま

た改良分野では油圧制御コースが創設され、実施された。2003年度には試験・評価分野を含

め各分野のコースがおおむね出そろう見込みであり、今後は訓練コースの実施とそのモニタ

リングに基づく内容の改善に重点が移行する見込みである。 

 

(2) 「成果 2：普及職員等を対象とした農業機械の利用・維持管理に係る研修が実施される」

の達成状況 

  利用・維持管理分野の研修実施状況は以下のとおりである。 

 

基礎コース 特別コース 
年 

コース数 参加者数 コース数 参加者数 

2001 ５ 83 １ ６ 

2002 ５ 130 １ 11 

2003（予定） ５ 100 ２ 29 

 

基礎コースとは農業機械の基本的な事項を総合的に学習するコースであり、エンジン及び

トラクター、収穫機及び収穫後処理機器、耕耘及び播種機器、防除機、農業機械化経営の５

コースが2001年に立ち上げられた。各コースの研修期間はいずれも１週間である。特別コー

スは特化した分野の研修コースであり、2001年に灌漑機器コース（１週間）が立ち上げられ、
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2003年には動物飼育用機器コース（１週間）の立ち上げを予定している。なおこのほか2003

年には、DERDとの共同事業である「ガイド・アンド・キット研修プログラム」の立ち上げ

を予定している。これは普及員がフィールドで農民に対し、技術指導を行うための用具キッ

トをDERDが整え（キットの内容はCFMAが指導）、CFMAがインストラクターを供与し、現

場で午前中はCFMAインストラクターがガイドとキットの使い方を中心に普及員を指導し、

午後は普及員が農民を指導する１日コースである（付属資料２．調査資料１参照）。 

なお、利用・維持管理分野では講義時に使用するテキスト18種類、実習時記録帳33種類を

作成済みであり、全Ｃ／Ｐ10名のうち８名が普及員等への研修のインストラクターを経験済み

である。 

 

(3) 「成果３: 普及職員等を対象とした農業機械の試験評価にかかわる研修が実施される」の

達成状況 

  試験・評価分野における研修コースはまだ実施されていない。収穫機（コンバイン・脱穀

機）、耕耘作業機の２コースのカリキュラム及び教材はほぼ完成し、2003年より以下のとおり

の実施予定である。 

 

 コース数 参加者数 

2003（予定） ２ 12 

2004（予定） ２ 18 

2005（予定） ３ 18 

 

テキストについては対象２機種の草案が完成し、現在見直し中である。インストラクター

については４名のＣ／Ｐを指導養成中である。作成されたカリキュラムの内容を別添資料に示

す（調査資料２参照）。 

 

(4) 「成果４：普及職員等を対象とした農業機械の改良にかかわる研修が実施される」の達成

状況 

改良分野における研修コースの実施状況は下記のとおりである。 

 
 普及員コース 技能員コース 特別コース（油圧） 

 コース数 参加者数 コース数 参加者数 コース数 参加者数 

2002     １ 15 

2003（予定） １ 12   １ 12 

2004（予定） １ 12 １ ５ １ 12 

2005（予定） １ 12 １ ５ １ 12 
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モロッコ側の要望により2002年にまず油圧制御コースを立ち上げた。2003年には普及員コ

ースを2004年には技能員（テクニシャン）コースを立ち上げる予定である。 

テキストは油圧コースの３種類が完成している。インストラクターは５名養成中である。

作成されたカリキュラムの内容を別添資料に示す（調査資料３参照）。 

 

以上、全体として初年度、第２年度はモロッコにおける農業機械の現況調査や農業機械研修

のニーズ調査及びそれらの調査に基づく研修カリキュラムや教材の作成に活動の重点が置かれ

た。これらの準備活動は順調に進捗しており、今後プロジェクトの後半にかけて成果は集中的

に出現してくるものと思われる。 

 

２－４ 技術移転状況 

(1) 農業機械利用・維持管理コース 

農業機械・利用維持管理コースについては、農業機械の基本的な分野を総合的に５週間単

位で実施する「基礎コース」と、特化した分野を１週間単位で実施する「特別コース」を内

容とする研修プログラムが策定されている。 

・基礎コース：トラクター、収穫機、耕耘・播種機、防除機、機械化経営（各コース１週間） 

・特別コース：灌漑機器、家畜飼養機器（各コース１週間） 

なお、各コースの１週間ごとのコースカリキュラムに基づき、2002年までに基礎コース及

び特別コースの灌漑機器コースについて、研修が実施されている。 

研修用教材については、農業機械運転操作等の実習圃場（約１ha）の確保と整備を行うと

ともに、講義時に使用する18種類のテキスト及び33種類の実習時記録帳が作成されており、

既に実際の研修の際に活用されている。 

また、研修対象者自らが経験（実技）により技能習得することが重要なことから、各研修

コースとも実技の占める時間を増やし、実技と講義との組み合わせの重要性を理解させると

ともに、実践的な実習の手順や手法等の指導に重点が置かれている。このため、その他の教

材として、研修に利用する農業機械、説明用模型及び視聴覚機器等が整備されている。 

インストラクターの養成については、実習の重要性を理解させるとともに、グループ分け

による実習の進め方等の実習技術の習得、トラクターの安全な運転方法、コンバインや各種

作業機の危険部位の認識等、機械利用の基礎についての確認及びこれらに係る実技実習手法

等の機械利用技術の習得、エンジン・トラクター、コンバインの定期点検項目等維持管理に

係る技術の習得が行われている。 

また、短期専門家による技術指導等により、Ｃ／Ｐへの技術移転とともに、エンジニア、テ

クニシャンに対する技術指導訓練が適宜行われている。 
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以上の段階を踏み、本コースについては、2001年より既に研修を開始しており、これまで

の２年間において230名の参加者を得ているところである。なお、特別コースの家畜飼養機器

コースについては、2003年より実施される予定となっている。 

なお、研修終了後の普及活動状況を把握するため、全国５か所８名の普及員について、普

及活動モニタリング調査が農業省と共同で実施した結果、研修コースの改善点や新たな普及

支援の必要性等の課題が確認されており、今後の研修コースの内容又はテキスト等にフィー

ドバックされるところである。 

 

(2) 農業機械試験評価コース 

農業機械試験評価コースについては、普及ニーズの高い２種類のコース＜耕耘作業機（プ

ラウ、ハロー）、収穫機（脱穀機、コンバイン）＞から構成される研修プログラムが準備され

ている。2002年６月には現地圃場でコンバインのプレテストが実施され、本試験にあたって

の課題や問題点等の知見が得られた。 

同様に2003年２月にはディスクハローについてのプレテストが実施された。 

プレテストの実施により、試験評価研修コースの暫定案を得るとともに、各コースの具体

的なカリキュラムの草案が作成されており、現在見直し中である。 

また、室内試験室の整備及び試験機材の準備もほぼ完了しており、圃場試験時の測定機材

の試験評価用計測機器リストについても作成済みである（付属資料２．調査資料４参照）。 

インストラクターの養成については、短期専門家の技術指導等により室内試験の個別の試

験方法、計測技術の技術向上が図られている。しかし、現地圃場試験ではプレテスト結果で

得られたとおり、制約条件が多いこともあり、今後も継続した圃場試験実習訓練（リハーサ

ル等）を実施していく必要があると思われる。 

以上の段階を踏み、本コースについては、2003年より研修を開始する予定としている。 

 

(3) 農業機械改良コース 

農業機械改良コースについては、モロッコ側の要望により2002年より油圧制御コースが行

われている。 

油圧コースについては、３コース（油圧基礎、基礎の応用技術、アドバンスレベル応用技

術）から構成されており、それぞれのコースに要するテキスト及びカリキュラムが策定され

ており、これらを活用し研修が実施されている。 

また、インストラクターの養成は、実習技術及び油圧制御に関する初歩の設計技術につい

て技術習得が完了している。 

このほか本コースは、2003年に普及員コース、2004年には技能員コースを実施する予定と
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している。 

これらのコースに教材として利用する改良試作機、及び研修教材は、初年度より準備が進

められており、これまでに、畜力プラウ、唐箕、散布機等の試作が完了している（調査資料

５参照）。また、試作機については、民間の加工場、修理工場等を活用して行っており、試作

に必要なモロッコ内の技術レベルの把握と外部委託によって製作する環境は整っているとこ

ろである。 

以上の段階を踏み、本コースについては、随時研修を開始する予定としている。 

 

上述のとおり、各研修コースともにプロジェクト目標及び成果に資する技術移転は適切かつ

順調に行われている。 
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第３章 評価結果 
 

３－１ 評価結果の総括 

本プロジェクトの投入及び活動は、おおね計画どおり順調に進捗しており、計画どおりの成果

が達成されると思われる。プロジェクト目標はモロッコの中小規模農民支援に関する政策と整合

している。評価５項目の観点からも特に問題は認められず、現時点において計画の変更・修正の

必要性は特に認められない。今後プロジェクト後半にかけて、日本人専門家及びモロッコ側C／P

はプロジェクト目標の達成をより強固なものとするよう、本報告書の提言等を参考として、引き

続き努力することが望まれる。 

 

３－２ 評価５項目による分析 

３－２－１ 妥当性 

(1) 上位目標の妥当性 

下記の理由によりモロッコにおける農業の重要性及びモロッコ農業における農業機械化

の重要性は、プロジェクト計画時点に比し、より重要になっている。 

本プロジェクトの上位目標はこれと整合している。 

 1) モロッコ農業省が、このほど「モロッコ農業の状況2001」を発表した。この報告書で

は「５.１.３ 機械化」と機械化に係る項を起こし、農業の発展に機械化が重要である

こと、とりわけ、機械化には、研究開発、継続教育（研修）、投資意欲の向上が重要であ

り、その３分野に係る計画おいて、より一層国の施策奮起が大切な旨を指摘している（付

属資料２．調査資料４参照）。 

 2) 昨今の都市と地方の経済的社会的格差は拡大する一方であり、農業国であるモロッコ

が地方（農村部）の経済的発展を抜きには、国全体のレベルアップは望めないことが明

らかである（地域間格差縮小は我が国の援助方針にも合致している）。 

 

(2) プロジェクト目標の妥当性 

農業省が新たな政策としてCFMAの卒業生を活用した「機械化普及アクションプラン」

を打ち出した。このプランは、上位目標「中小規模農家が普及活動を通じて農業機械に関

する理解を深める」を具体化することに直結するものである。このプランは、プロジェク

ト目標「農業機械にかかわる専門技術を有する十分な数の普及職員が育成される」の成果

によって、初めて可能となったプランである。プロジェクト目標は上位目標を達成するた

めの適切な手段といえる。 
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(3) Ｃ／Ｐ機関選定の妥当性 

IAVは大学という組織でありながら農業省傘下に属する。もともと教育を行うための組

織であるため、まずインフラ面では新たに建設を必要とするものがほとんどない。Ｃ／Ｐ

がIAV教授陣であるため、彼らが研修を受け持つこととなり、「研修」自体の運営は良好で

ある。農業省傘下という位置にあるため、農業省内の普及・教育分野部局とも連絡がスム

ーズである。 

Ｃ／Ｐである教授は学生への講義を通じて、「教える」ということについては既に経験を

もっていた。農業機械に係る利用上のポイントや管理手法、職業訓練に重要な実習の内容

や進め方、研修内容の評価手法、研修後のモニタリング手法などの面での支援に重点を置

くことができた。実施機関の選定は大変適切であった。 

 

(4) 我が国の援助政策との整合性 

2000年９月の経済協力政策協議においては、対モロッコ協力の重点分野として以下の６

分野が確認されている。 

 1) 農業及び水産業の開発・振興 

 2) 農業用水、飲料水確保のための水資源開発 

 3) 基礎インフラの整備 

 4) 地方開発による地域格差是正 

 5) 環境 

 6) 社会開発支援 

中小規模農民に対する農業機械の技術普及をめざす本プロジェクトは直接農業の振興に

結びつくとともに、地域格差の是正にも資するものであり、我が国の対モロッコ援助政策

と整合している。 

 

(5) 社会的公平性（裨益者が少数に偏っていないか） 

本プロジェクトが直接ターゲットとしているのは一般農家ではなく普及員等である。し

かし、農業分野で直接農家と接触し、技術知識を伝達できる立場にあるのは普及員等であ

ることを考えれば、これら普及員等に基本的な農業機械に関する技術を教授することによ

り、その技術が現場での普及活動によって農家一般に伝わり、波及する可能性は極めて高

いと思われる。 

 

(6) 他のプロジェクトとの整合性 

農業機械化分野においては本件が唯一の援助であり、他の援助との競合・重複はない。 
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(7) 日本の技術は相手国が求めるものであるか、日本の技術の優位性はあるか

日本の農業機械化のための職業訓練（研修）技術、農業機械試験評価及び海外への改良

技術指導に係るレベルは高い。

さらに、農業機械の「利用･維持管理」「試験評価」「改良」という直接技術移転の対象

とした項目に加え、「研修」自体の考え方、カリキュラム、実技への機材の投入等、日本

の農業分野で培われた技術や知識、経験が大変役に立っている。

評価：多くの視点から見て本プロジェクトの妥当性は極めて高い。

３－２－２　有効性

(1) プロジェクト目標達成の度合い

本プロジェクトのプロジェクト目標は「農業機械にかかわる専門技術を有する十分な数

の普及職員が育成される」である。調査時点までに実施された研修の参加者は、利用・維

持管理分野（基礎コース：213人、特別コース17人）、試験評価分野０人、改良分野（油圧

制御コース：15人）のみである。これは、これまでの活動がニーズ調査や、カリキュラム

や教材の作成、インストラクターの養成に重点が置かれたためであり、2003年以降に研修

コースの実施が軌道に乗ること、これまでの研修コース内容に対する農業省の評価が高く、

農業省では普及員の研修参加を積極的に進めていることなどにより、研修修了者の数はプ

ロジェクト後半に急速に増加すると思われる。プロジェクト目標が達成される可能性は極

めて高い。

(2) 目標達成に対する本プロジェクト活動・成果の貢献度

本プロジェクトの「成果２：普及員等を対象とした農業機械の利用・維持管理にかかわ

る研修が実施される」が「プロジェクト目標：農業機械にかかわる専門技術を有する十分

な数の普及員等が育成される」の達成に直接貢献する有効な手段であることは議論の余地

がない。

「成果３：普及員等を対象とした農業機械の試験評価にかかわる研修が実施される」及

び「成果４：普及員等を対象とした農業機械の改良にかかわる研修が実施される」につい

ても、モロッコ農業機械化の底上げ、下支え、プロジェクトの自立発展性という観点から

普及員にプラスし、要請があれば研修対象者に農業機械関連企業の工学技師や専門技術者

についても若干名を研修員として受け入れてきた経緯がある。付属資料２の調査資料７に

見るように、各研修コースにおけるプロジェクト、普及職員、農民、その他関係者の相互

の関係はいずれもプロジェクト目標に直結するように計画されている。成果１は以上３分
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野の相互関係を含む総合的な研修プログラムの創設であり、特に重要かつ意味のある成果

である。 

 

評価：本プロジェクトの有効性は確保されると判断される。 

 

３－２－３ 効率性 

(1) 投入と成果の実績 

第２章に述べたごとく投入はおおね計画どおり順調に実施され、プロジェクト活動に有

効に活用されて成果の達成に貢献している。一部にモロッコ側補助職員（テクニシャン）

の質など若干の問題が指摘されているが、プロジェクトの効率を低下させるほどには至っ

ておらず、投入の量・質・タイミングはモロッコ側投入、日本側投入においてもおおね適

正であり、過剰、不適切といった問題は起きていない。 

 

(2) プロジェクト実施体制の効率性 

モロッコ側実施機関は教育・訓練の歴史と経験をもち、良好な実施体制を構築してい

る。日本人専門家とモロッコ側Ｃ／Ｐの協力関係も良好であり、また、モロッコにおける合

同運営委員会や日本における農水省を中心とした支援体制も良好に機能している。 

 

評価：最終的に本プロジェクトの効率性は高いものになると判断される。 

 

３－２－４ インパクト 

(1) 上位目標達成の可能性 

インパクトとはDAC（経済協力開発機構開発援助委員会）の定義によれば、プロジェク

トが実施されたことによって直接又は間接に、意図的に又は意図せずに引き起こされる、

正又は負の、一次的及び二次的な長期的影響を意味する。上位目標は意図された正のイン

パクトである。 

一般にインパクトはプロジェクト終了後、数年を経過したあとに発現することが多く、

中間評価の時点では明示的にみえていないケースが多い。プロジェクト関係者も往々にし

て成果が計画どおり達成され、プロジェクト目標が達成されれば、それでプロジェクトは

成功であり、上位目標はプロジェクト終了後現地側が努力すべき目標であって、プロジェ

クトの問題ではないとしている例がある。しかしながら上位目標は意図したインパクトで

ある以上、達成は終了後数年経過したあとであっても、プロジェクトの実施関係者は実施

中から上位目標を意識して活動することが望まれる。 
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この点に関して、本プロジェクトではプロジェクト関係者（日本人専門家、モロッコ側

Ｃ／Ｐ、実施機関IAV首脳部、農業省関係部局）すべてが上位目標を意識し、農業省各部局

では次項のとおり、当プロジェクトのアウトカムである農業機械の知識をもった普及員等

を活用して農民にその知識を普及するアクションプランを作成・実施し、既に研修を受け

た普及員による普及活動が開始されている。プロジェクトでもそれに協力するとともに、

その普及活動をモニターしてその結果を研修内容の改善に活用しようとしていることは

特筆に値する（調査資料８に一例を示す）。 

現時点において上位目標の達成度を判定するのは時期尚早であるが、CFMAにおける研

修コースの参加者が既に245名に達し、研修を受けた普及職員等による農民への普及活動

が既に始まっている事実は、プロジェクト終了後あまり遠くない将来に上位目標が達成さ

れる可能性が高いことを示唆する。 

 

(2) モロッコ農業機械化政策への影響 

モロッコ農業省には従来から建前としての機械化推進の方針はあったが、技術力をもっ

た機械化のための普及員の不足等により、具体的な推進策は有効に動いていなかった。本

プロジェクトの立ち上げにより以下のような各種の具体的推進策が起動し始めている。 

 1) DPVにより移動機械化チームパイロットプログラムが立ち上げられた。 

 2) DERDとIAVによる「ガイド・アンド・キット研修プログラム」が、2003年５月より開

始されることになった。 

この計画では地方の普及員に対し、普及員がフィールドにおいて農民に対して技術指

導を行うためのガイドと用具セットをDERDが供与し（セットの内容はCFMAが助言）、

CFMAがインストラクターを現場に派遣する。午前中はインストラクターがガイドと用

具セットの使い方を中心に普及員を指導し、午後は普及員が農民を指導する１日コース

である（付属資料２．調査資料１参照）。 

 3) DPVを事務局として農業省内の関係部局や関連外部組織を構成員とし、農業機械化関

連の諸問題を検討するモロッコ国農業機械化委員会が発足した（詳細については、付属

資料１．ミニッツのANNEX10を参照）。 

 

(3) 普及活動に対するインパクト 

CFMAでの研修受講を契機に普及員の自信が高まり、普及活動も従来の講義一辺倒から

実習重視に変化してきた。 
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(4) 「研修方法、プロジェクト管理方法への影響 

DERDではこれまでも普及員に対する各種の研修を計画・実施してきたが、本プロジェ

クトの実施を通じて「実習の重要性」「実施後のモニタリングの重要性」を学習し、他の

研修の企画・実施においても実習モニタリングの要素を織り込むようになった。 

 

(5) マイナスのインパクト 

本プロジェクトにおいては、環境悪化その他のマイナスのインパクトは認められない。 

 

評価：リーダーをはじめ関係者が上位目標を強く意識しており、上位目標はプロジェクト終

了後あまり遠くない将来に達成されると見込まれる。その他いくつかのプラスのイン

パクトが出始めている。マイナスのインパクトは認められない。 

 

３－２－５ 自立発展性 

(1) 組織・政策面での自立発展性 

 1) 実施機関の管理運営能力 

IAVは農業省所管の大学であり、農業・畜産分野における教育訓練機関として長い歴

史と経験をもつ確立した機関である。農業・畜産関連分野においては、教育・訓練活動

に必要な教室、圃場、宿舎等の施設、教官、管理職員、補助職員等の人材組織は既に所

有しており、本プロジェクトの実施のための追加投資はわずかなもので済んでいる。実

施機関は教育・訓練プロジェクトに対する十分な管理運営能力があると判断される。 

 2) 上位機関からの政策的サポート 

農業省においては既に1994年時点で農業機械化の重要性を認識し、 「農業機械化全国

戦略」検討のため各種委員会を立ち上げた。そこでは農業機械化を実現するために集団

化（企業化）、補助金、農業機械の標準化等多くのテーマが議論されたが、農業機械に対

する技術的知識をもった普及員の不足により、いずれも具体的な行動計画の策定が困難

となり、これらの委員会も十分に機能しなかった過去がある。 

本プロジェクトが立ち上がり、実際の参加者に対するモニタリング調査でも本プロジ

ェクトは大いに期待されている。農業省の関係部局では、普及員を本プロジェクトの研

修に積極的に参加させること、及び本プロジェクトの研修参加者を積極的に活用して農

村普及活動を進めることを含んだ農業機械化行動計画を策定し始めている。さらにこれ

まで各部局ごとにのみ議論がなされ、全体としての整合性にはやや問題があった農業省

内に、関係各部局間の情報交換と連携推進を目的した「モロッコ農業機械化委員会」が 

DPVを窓口として発足することとなった。今回、調査団が農業省次官に面談した際にも、
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次官より機械化の重要性、機械化に対する国家の参画意向の発言があり、本プロジェク

トに対しては農業省からの十分な支援も期待できる。 

 

(2) 技術的自立発展性 

 1) Ｃ／Ｐは経験のある大学教官であり、「教える」ということに関しては既に豊富な経験

をもっていた。 

 2) さらに、Ｃ／Ｐ及び関係者は本プロジェクトにより単に「農業機械化の技術」のみなら

ず、「現場実習の重要性」、「実施後のモニタリングの重要性」といった研修方法や研修の

管理運営に関する考え方を会得し、研修の計画・実施に生かそうとしている。 

 3) 既にいくつかの研修コースは、Ｃ／Ｐによって、計画・運営・モニタリングが行われて

おり、技術面での自立発展性はあるといえる。ただし実際に実施された研修の件数はま

だ少なく、プロジェクト後半においてこれが急速に拡大すると思われるが、その過程に

おいて更に自立発展性を強固なものとする努力が必要である。 

 4) 技術移転を受けたＣ／Ｐの転職により自立発展性が阻害される危険はあるが、現時点ま

でのＣ／Ｐの退職は少なく大勢に影響はない。またプロジェクトでは、万一Ｃ／Ｐが転職

する場合を考慮し、どの課目にも指導できる教官を複数養成するよう努力して外部条件

の内部化を図っている。 

 

(3) 財務的自立発展性 

 1) モロッコ側の方針として本プロジェクトは自主財源での運営をめざしている。従来主

要な財源はJICAの現地運営費と研修生からの参加料である。プロジェクト初期において

は各種調査やカリキュラム・教材の作成に多くの費用がかかり、JICA運営費に頼らざる

を得なかったが、２年半経ち各分野の研修コースが立ち上がり始めたことにより、自己

財源（研修参加費）の比率が上昇してきている。 

 2) 研修参加者の大半は農業省の各部局から派遣されてきたものであり、参加費は農業省

派遣元部局の負担となっている。今後順調に計画どおりの数の参加者が計画どおりの参

加費で集められるかどうかが、財政面での自立発展性のカギとなる。調査時点でのイン

タビューでは、次官をはじめ、農業省はこのプロジェクトを評価し、研修生派遣その他

での協力支援を惜しまないとの発言を得ていると同時に、付属資料１．ミニッツANNEX

５のとおり、経費をカバーするに足る収入が得られるとの見通しも立てられている。し

かし、プロジェクトが真に継続・発展していくためには、研修参加者や研修生派遣元が

研修内容に満足できるものとしていくこと（高い研修参加費を払った効果があったと思

われること）、いったん完成したカリキュラムや教材に満足することなく、現場のニーズ
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の変化に注意し、研修内容を絶えずニーズに即したものとするよう向上・改善していく

努力が必要である。 

 

評価：本プロジェクトは組織制度面、技術面における自立発展性はあると判断される。財

政面においても自立発展の可能性は高い。モロッコ側は、方針としてプロジェクト

の財政的自立を求めており、今後、必要経費を賄える収入（研修参加費）が確保で

きるか（予定した参加費で予定した数の研修参加者を継続的に集められるか）どう

かがカギとなる。このため、引き続きCFMAの一層の努力と農業省の更なる支援が

必要である。 
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第４章 ＰＤＭの改訂 
    

４－１ 計画内容見直しの必要性の有無 

 既に第２章、第３章において述べたように、本プロジェクトは投入・活動ともおおむね計画ど

おり実施され、成果も発芽している。今後本報告書の提言等を参考として、基本的には計画どお

りに進めていけば終了時までに所期のプロジェクト目標は達成され、上位目標達成への前進も見

られるであろう。したがって計画の大幅な見直しは必要なく、PDM、POの修正も基本的には必要

ないと判断される。 

 ただし次項のとおり、現行PDM（運営指導調査時に作成され、2001年６月13日付けミニッツに

添付されたもの。「PDM1」という）の記述には一部定義の不明確な部分があり、これを明確にす

ること、また上位目標、プロジェクト目標及び指標には、いずれも数値化できる項目を掲げなが

ら目標数値が示されていないが、プロジェクトの進捗度、目標の達成度を判断するためには、こ

れらの指標に目標値を設定することが有効であることの２点から調査団では事項に述べるPDM

の修正を提案し、この修正PDMは４月11日に開催された合同調整委員会において承認され、PDM2 

としてミニッツに添付された（詳細は、付属資料１．ミニッツのANNEX８を参照）。 

 

４－２ PDMの修正内容 

４－２－１ プロジェクト目標の明確化 

PDM1では、プロジェクト目標は「農業機械にかかわる専門技術を有する十分な数の普及職員

が育成される」と書かれており、対象が普及職員に限定されている。 

他方、プロジェクトの成果の欄では「普及職員等を対象とする研修プログラムを創設し研修

を実施する」として対象を普及職員に限定しておらず、またPDM上の欄外には「裨益者；農業

普及職員等」と書かれており、ここでも普及職員のみには限定していない。 

本プロジェクトの主たるターゲットが普及職員であることは明確ではあるが、実際には「農

業機械の改良」等に関し、輸入代理店や小規模製造工場及び修理工場の従業員が参加するケー

スがある。このため、ここではあえて普及職員に限定せず、プロジェクト目標を「農業機械に

かかわる専門技術を有する十分な数の普及職員等が育成される」と改訂してPDMの他の箇所と

整合させた。 

 

４－２－２ 上位目標の指標 

PDM1では上位目標及びその指標は次のように書かれている。 

上位目標「中小規模農家が普及活動を通じて農業機械に関する理解を深める」 

指標１.「普及職員によって開催されたセミナーの数」 



－26－

２．「セミナーに参加した農家の数」 

この２つの指標を下記の理由により一本化して「CFMAの研修コースの受講者により実施

された農業機械化分野の普及活動（セミナー、実演等）に参加した農民の数」とする。 

その理由は次のとおりである。 

(1) 普及活動はセミナーに限定されず、デモンストレーションや訪問活動など他の普及活動

も重要である。したがって「セミナー参加者」のみならず「全普及活動の参加者」とする。

この数は普及職員等からの報告により各CTで把握されている。 

 

(2) 普及活動は普及職員以外にメーカー職員等により行われることもある。したがって「普

及職員によって」を「CFMAの研修コースの受講者によって」に変更する。 

 

(3) 普及職員が行うセミナー等の普及活動は農業機械化に限らず、作物の品種選定や農作業

の手順等農業全般にわたる広い範囲が含まれている。上位目標の主旨からもこの指標は 

「農業機械化分野」の普及活動に限定されなければならない。 

 

(4) 普及活動のなかには30名程度を対象とするセミナーから個別農家訪問のごとく対象者が

１名しかいないものまで多様である。これら種類の異なる普及活動を単純に足し算して総

件数を算出するのは意味がなく、指標としては件数を削除し、参加農民数のみとする。 

 

４－２－３ 指標の数値化と入手手段 

PDM１では上位目標、プロジェクト目標、成果の各指標欄にいずれも数値化可能な項目が書

かれているが、数値は示されていない。プロジェクトの進捗管理や達成度の判定を容易にする

ためには、目標となる数値が設定されていることが有効である。今回調査に際し、調査チーム

（日本側調査団、モロッコ側調査チーム）及びプロジェクト関係者（日本側長期専門家、モロ

ッコ側Ｃ／Ｐ）の合同会議を開催し、討議の結果以下の指標数値及び入手方法を設定した。なお

設定にあたっては、人によって違った数字が出ないこと、正確な数値が容易に入手できるよう

留意した。 
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プロジェクトの要約 指 標 指標データ 

上位目標 

中小規模農家が普及活動を通じて

農業機械に関する理解を深める。 

CFMAの研修コースの受講者により

実施された農業機械化分野の普及活

動（セミナー、実演等）に参加した農

民の数が累計１万人以上になる。 

DPA等の記録 

プロジェクト目標 

農業機械にかかわる専門技術を有

する十分な数の普及職員等が育成

される。 

CFMAの研修コース受講者が５年間

累計で500人・コース以上になる（各

コースの参加者数の累計であり、同一

人が複数のコースに参加した場合は 

参加したコースの数すべてを数える）。 

CFMAの記録 

成果１: 調査分析に基づき、IAVに

おいて普及職員等を対象とした包

括的な研修プログラムが創設され

る。 

15以上の研修コースが創設される。 CFMAの記録 

成果２: 普及職員等を対象とした

農業機械の利用・維持管理にかか

わる研修が実施される。 

１．理論並びに実技に係るテキストが

14種類以上開発される。 

２．８名以上のスタッフが指導教官と

しての役割を担えるようになる。 

CFMAの記録 

成果３: 普及職員等を対象とした

農業機械の試験評価にかかわる研

修が実施される。 

１．理論並びに実技に係るテキストが

６種類以上開発される。 

２．６名以上のスタッフが指導教官と

しての役割を担えるようになる。 

CFMAの記録 

成果４: 普及職員を対象とした農

業機械の改良にかかわる研修が実

施される。 

１．理論並びに実技に係るテキストが

５種類以上開発される。 

２．４名以上のスタッフが指導教官と

しての役割を担えるようになる。 

CFMAの記録 
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第５章 提  言 
 

(1) 普及員活動の推進 

 合同評価チームは、研修に参加した普及員が、農民に対して講義のみならず現場でのデモンス

トレーションも取り入れて普及活動を行っていることを確認した。プロジェクトは、農業省と連

携し、普及活動のモニタリングの強化を行うべきである。モニタリングは普及員からの聞き取り

のみならず、現場のデモンストレーションの観察、及び農民からの聞き取りも取り入れ、引き続

き行うべきである。 

 

(2) 研修生と研修経費の確保 

 研修コースの運営費を確保することはプロジェクトを持続するうえで重要である。評価チーム

は、農業省がこれまで研修生の研修経費を支払っていることを評価した。モロッコ側は今後もそ

の予算の確保を継続すべきである。 

 

(3) 農業機械化委員会 

 農業省は、2003年４月に農業機械化推進に係る政策を協議するために本委員会を設立した。委

員会は人材育成、研究開発、補助金政策を考慮しつつ、モロッコの農業機械化の発展に向けて活

発な活動をすべきである。 



 

 

 

 

 

付 属 資 料 
 
 
 

１．ミニッツ（含 合同評価レポート） 

 

２．調査資料１～８ 
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